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学校給食用等政府備蓄米の交付要領の運用について 
 
 

  令和６年８月 30 日付けで、こども食堂等への政府備蓄米の無償交付を利用し

やすくするため、学校給食用等政府備蓄米交付要領（平成21年５月20日付け21総

食第47号総合食料局長通知。以下「交付要領」という。）の一部改正を行ったとこ

ろであるが、併せて、同交付要領の運用についても以下のとおりとしたので、御了

知いただくとともに、貴局管内の県（学校給食関係部署及びこども食堂等関係部署）

に周知願いたい。 
 

記 
 
１ 交付の要件及び交付数量（第４の１の（４）・（５）関係） 
（１）第４の１の（４）のアの「こども」は、こどもの保護者・同行者、食堂のス

タッフ等も含まれることとする。  
（２）第４の１の（５）のアの「子育て家庭」は、こどもと食事をともにする同居

者等も含まれることとする。 
 
２ 交付申請及び交付審査・決定（第７の１の様式２号関係） 
（１）学校等・食事提供団体・食材提供団体における政府備蓄米交付申請書（無償

交付・有償交付）の様式２号―別紙４―①の「食事提供団体政府備蓄米使用計

画書の３」の「こどもの人数」は、こどもの保護者・同行者、食堂のスタッフ

等の人数も含むことができるものとする。 
（２）学校等・食事提供団体・食材提供団体における政府備蓄米交付申請書（無償

交付・有償交付）の様式２号―別紙４－②の「食材提供団体政府備蓄米使用計

画書の３」の「こどもの人数」は、こどもと食事をともにする同居者等の人数

も含むこととができるものとする。 

 



 
３ 報告（第13の１関係） 

食事提供団体における政府備蓄米使用報告書（様式８―３号―①）及び食材提

供団体における政府備蓄米使用報告書（様式８―３号―②）における「こどもの

人数」の取扱いは、２に準ずるものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


